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第 1 本書面における主張概要

平成 27年大法廷判決の多数意見は、夫婦同氏制を定める民法 75

0条 の合理性を基礎付ける事情 として、「氏は家族の呼称 としての意義」

があり、夫婦が同一の氏を称することは、「家族 とい う一つの集団を構

成する一員であることを、対外的に公示 し、識別する機能を有 してい

る」こと、「特に婚姻の重要な効果 として夫婦間の子が夫婦の共同親権

に服する嫡出子 となるとい うことがあるところ、嫡出子であることを

示すために子が両親双方 と同氏である仕組みを確保することにも一定

の意義がある」ことなどの事情を挙げた。

また、本訴訟において、被告も、本件各規定の合理性を基礎付ける

事情 として、平成 27年大法廷判決の上記部分を引用 している (答弁

書第 5の 312)イ ・ 35頁 、準備書面 (21第 5の l12)イ (イ )・ 23買等 )。

こうした判断は、結局のところ、“婚姻中の夫婦 とその間の嫡出子 "

といった家族形態を典型的家族 と捉え、家族の呼称 としての氏の機能

を重視するものである。

しかしなが ら、 1947(昭 和 22)年 に夫婦同氏制を定める民法

750条 が成立 してから現在 (2026年 2月 )ま でに、すでに 79

年が過ぎ、婚姻 。家族の形態は大きく変化 した。平成 27年大法廷判

決が特別視 した “夫婦 とその間の嫡出子"と い う家族形態はすでに大

多数であるとか標準的であるとはいえず、それ以外の世帯割合が増加

しているし、同一世帯であつても必ず しも皆同一の氏を称するわけで

はなく、別氏家族 。別氏親子の世帯も相当数存在 している。

また、2024(令 和 6)年 の民法改正は、多様な家族や養育のあり

方を認め、本年 2026(令 和 8)年 4月 より婚姻外の父母 も子の共

同親権者 となることができるようになった。これにより、子の父母が

共同親権者であることは、平成 27年大法廷判決の指摘 とは異な り、

3



すでに「婚姻のみの重要な効果」 とい うことはできなくなった。平成

27年大法廷判決が前提 とした事実が失われるとい う大きな事情変更

があったのである。以上について、第 2で述べる。

また、平成 27年大法廷判決は、夫婦同氏制の根拠の 1つ として「家

族を構成する個人が、同一の氏を称することにより家族 とい う一つの

集団を構成する一員であることを実感する意義」を挙げ、夫婦同氏制

が全ての家族や夫婦の絆や円満 さに寄与するものであるかのように論

じている。 しかし、夫婦の氏 と夫婦関係が円満であること、家族の絆

が強いこととは全 く別の問題である。この点について、第 3において、

諸外国との離婚率を比較 して述べる。

さらに、第 15準備書面提出後 も選択的夫婦別氏制度を希望する国

民の声が増えていることについて、第 4に て追加の主張立証を行 う。

第 2 家族の形態の変化 と多様化

1 家族の形態の変化

但)世 帯構造の変化

昭和 22年民法改正当時は、「三世代以上が同居する大家族」の形態

が一般的であり、「夫婦のみの世帯」(初期の統計上は、「夫婦 と未婚の

子のみの世帯」も含んでいた)と 同程度の割合の三世代世帯が存在 し

ていた。

その後、表 1の とお り、昭和 30年代の高度経済成長期に入 り、「三

世代世帯」の割合が減る代わ りに 「単独世帯」の割合が増えたほか、

「夫婦のみの世帯」又は 「夫婦 と未婿の子のみの世帯」の割合が全体

のおよそ半数を占めるようになった。
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世帯構造の年次推移 (昭和29年～38年 )
表 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1954(口召和29)年

1955(昭 和30)年

1956(昭 和31)年

1957(H召不日32)年

1958(昭 和33)年

1959(H召和34)年

1960(H召不日35)F手

1961(昭 和36)年

1962(昭 和37)年

1963(日召琴日38)年

■単独世帯 E夫婦のみの世帯 ■三世代世帯

(表 1は 、厚 労省 「国民生活基礎 調査 」 (甲 A367)よ り作成。ただ

し、同調査 では、 1954(昭 和 29)年 ～ 1963(昭 和 38)年

は、「夫婦 のみの世帯」と「夫婦 と未婚 の子 のみ の世帯」とを、「ひ と

り親 と未婚 の子のみの世帯」と「三世代世帯」と「その他 の世帯」と

をそれ ぞれ一括 して集計 してい る。)

さらに近年 、 50歳 時の未婚割合 を示す “生涯未婚率 "は 、 195

0(昭 和 25)年 には男性 1,75%、 女性 1.47%で あつたが、 2

020(令 和 2)年 には男性 28,25%、 女性 17.81%と 著 しく

増加 してい る (甲 A368:性 別 50歳 時の未婚割合 ,有配偶割合 ,

死別割合 お よび離別割合 )。

また、婚姻 をす る場合で あって も、平均初婚年齢 は、夫 31.1歳 、

妻 29.8歳 と男女 ともに晩婚化 が進 み (甲 A369:2024(令

和 6年 )の厚 労省人 口動態統計 ))、 離婚 率は、 1947(昭 和 27)年

には約 1%で あつたが、 2023(令 和 5)年 には 1.5%を 超 える

に至 ってい る (甲 A370)。 再婚 の割合 も増加 し、2023(令 和 5)
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年 におい て、いずれ か一方 が再婚 で ある婚姻 は 11万 8617組 で あ

り、婚姻 全体 の 25%と なってい る (甲 A371:厚 労省人 口動態統

計 )。

こ うした変化 は、近年 の家族 の形態 にも影響 を及 ば してい る。

表 2の とお り、近年 、「夫婦 と未婚 の子 のみ の世帯」や「三世代世帯」

の割合 は減少す る一方 で、「単独世帯 」、「夫婦 のみ の世帯」及び 「ひ と

り親 と未婚 の子 のみの世帯」の割合 は増加傾 向にある。 2024(令 和

6)年現在 では、「単独世帯」が全世帯 の 34.6%に も及び最 も多い。

世帯構造の年次推移 表 2

0% 20% 400/0 60% 80% 100%

1970(日召和45)年

1975(昭和50)年

1980(昭 和55)年

1990(平 成2)年

1995(平 成7)年

2000(平成12)年

2005(平成17)年

2010(平成22)年

2015(平成27)年

2021(令和3)年

2024(令和6)年

■単独世帯

夫婦と未婚の子のみの世帯

三世代世帯

臣夫婦のみの世帯

ひとり親と未婚の子のみの世帯

その他の世帯

(表 2は 、厚 労省 「国民生活基礎 調査 」 (甲 A367)よ り作成。昭和 2

9～ 38年 の 同調査 と異 な り、「夫婦 と未婚 の子 のみの世帯」、「ひ と り

親 と未婚 の子 のみ の世帯」、「そ の他 の世帯」 がそれぞれ別 回答 として

集 計 され てい る。)
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そ して、 こ うした傾 向は、今後 も続 くことが予想 されてい る。

2020(令 和 2)年 に公表 され た国立社会保 障 。人 口問題研 究所

の分析 に よれ ば、表 3の 折れ線 グラフの とお り、1980(昭 和 55)

年 には 40%を 超 えていた 「夫婦 と子 の世帯」は、 2015(平 成 2

7)年 にお よそ 26.9%に まで減 少 してお り、その後 も減少傾 向 と

なるこ とや 、「単独世帯」や 「夫婦 のみの世帯」の割合 が増加 す るこ と

が予測 され ていた。そ して実際 に も、上記分析 の とお り、近年 、「夫婦

と子 の世 帯」 の割合 は さらに減 り、「単独世帯」や 「夫婦 のみ の世帯」

の割合 が増加 してい るもので あ り、今後 も同様 の傾 向が続 くこ とが予

想 され る。

(表 3は 、「結婚 と家族 をめ ぐる基礎 デー タ」内閣府 男女共 同参画局令

和 4年 2月 7日 83頁 (甲 A372)よ り引用 )

世帯の絶対数で見ても、表 4の とお り、「児童のいる世帯数」は 30
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年以上前 の 1986(昭 和 61)年 に比べ て、 2019(令 和元 )年 に

は 600万 世帯以上 も減少 してお り、全世帯 に 占める割合 も半分以上

減少 してい る。

(ガ世帯,)
児童のいる世帯数及び全世帯に占める割合の年次推移 表 4 (%)
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(表 4は 、「結婚 と家族 をめ ぐる基礎 デー タ」内閣府男女共 同参画局 令

和 4年 2月 7日 84頁 (甲 A372)よ り写1用 )

(2) ′Jヽ 1舌

以上 の世帯構 造 の変化 を直視 すれ ば、現在 の 日本社会 においては、

もはや、「夫婦 と未婚 の子」とい う世 帯 の形 態 が標 準的で ある とか典型

的で ある とは到底 い えず、仮 に何 らかの標 準 あるいは典型 の形 態 を特

定す るのであれ ば、それ は 「単独世 帯」で あ るとい うほかない。

また、 2024(令 和 6)年 には 「夫婦 のみ の世帯」の割合 と「夫婦

と未婚 の子世帯 」の割合 も逆転 し、前者 の割合 が上回 るに至 ってお り、

2019(令 和 元 )年 に既 に 「児童 のい る世 帯」以外 が約 8割 とい う

高い割合 を 占め るよ うになってい る。
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家族の形態は変化 し、多様化 しているのであり、典型的な「家族」像

を特定の世帯形態で示すことは、現代においては困難である。

2 別氏親子世帯の増加

位)再 婚家庭の別氏親子

1970年 代以降、再婚の割合は増加 してきた (表 5。 2020年

以降は微減 )。 2024(令 和 6)年 において、いずれか上方が再婚で

ある婚姻は 11万 7518組 であり、婚姻全体の 24.2%と なって

いる (甲 A371:厚 労省人口動態統計 )。

(表 5は 、厚 労省 「人 口動態統計」 (甲 A371)よ り作成 )

再婚カ ップルの増加に伴い、子連れ再婚の件数や割合も増加 してい

ると考えられるところ、その中には同居親 と子の氏が異なる家族 (世

帯)も 相当数あることが推認 される。
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12)国 際結婚家庭 の別氏親子

国際結婚 においては、夫婦 同氏又 は別 氏 を当事者 が選択 で きる。

夫妻 の一方 が外 国人で ある婚姻件数及 び全婚姻件数 に 占め る構成割合

は、表 6の とお り、 2006(平 成 18)年 の 4.5万 件 、 6。 1%を

ピー クに減少 し、 2019(令 和元 )年 までは約 2万件 、約 3.5%程

度 で推移 していた (甲 A372)。

夫婦の一方が外国人である婚姻件数の年次推移(積み上げ) 表 6
(96)(万件)
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(出典)厚生労働省 r人口動想腕査Jより内需爾府男女共同今画局作成。 79
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(表 6は 、「結婚 と家族をめぐる基礎データ」内閣府男女共同参画局令和

4年 2月 7日 79頁 (甲 A372)よ り引用 )

もつ とも、 2020(令 和 2)年 以 降は、国際結婚 (夫 婦 の一方 が外

国人 )で あ る件数 は、 2021(令 和 3)年 は 1万 6496組 、 202

2(令 和 4)年 は 1万 7895組 、 2023(令 和 5)年 は 1万 847

5組 と、再び増加傾 向にある (甲 A373:夫 婦 の国籍別婚姻数 )。
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夫婦別 氏 を選 択 してい る国際結婚 の夫婦間に子 が生 まれれ ば、 当然

に別氏親 子世帯 が生 じることにな る。

2020(令 和 2)年 の夫婦 のい る一般世帯数 2805万 8000

世帯の内、子 のい る世帯数 は 1593万 7000世 帯で あ り、子 のい

る世帯の割合 は 56.8%で ある (甲 A374:夫 婦 のい る世帯 の家

族類型 ,子 どもの有無 ,就業状態別 一般 世帯数 :1985,2000,

2020年 )。

そ こで、上記 の割合 を、国際結婚 (夫婦 の一方 が外 国人 )の 2023

(令 和 5)年 のカ ップル数 で ある 1万 8475組 に乗ず る と、約 1万

0498世 帯が、1年 間に増 える「国際結婚 の夫婦及び子 がい る世帯」

で あると推計で き る。 そ して、成年 まで に 18年 を要す るので、 18

を乗 じた 18万 8874世 帯が、「国際結婚 の夫婦 と未成年 の子」がい

る世帯の推計数 である。

民法及 び戸籍 法 は、国際結婚 で は夫婦別氏 の形態 を原則 と してい る

(何 もしなけれ ば夫婦別氏 のままで あ る)の で、上記 の約 19万 世帯

の うち、相 当数 が別氏親子世 帯で あ るこ とが推認 され る。

13)離婚後 の同居別 氏親 子

離婚後 、親権者 または親権 をもた ない監護者 が 旧氏 に復 し、一方 、

子 は婚姻 氏 を継続す る場合 、同居 していて も別 氏親子世帯 となる。

厚 労省 の人 口動態統計 に よれ ば、 2024(令 和 6)年 の離婚届 出

数 は 18万 5904件 であ る ところ、 この うち未成年 の子 がい る夫婦

は 9万 5436件 (甲 A375:人 口動態統計 )で あ り、父母 が離婚

した未成年 の子 は、 16万 4428人 で あつた (甲 A375:人 口動

態統計 )。 この 中には、同居す る親 子 で あつて も別 氏であ る世帯 が相 当

数 あ るこ とが推認 され る。
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惚)離 婚後等 の別 居別氏親子 (親権者 と子 )は 増加す る

2026(令 和 8)年 4月 1日 よ り、改正民法が施行 され 、離婚 後 ま

た は父母 が非婚 の場合 について も、共 同親権 も選択で き るこ ととなっ

た。今後 、離婚 後又 は非婚 であつて も、共 同親権 を選 んだ場合 には、

親 権者 と子 とい う法的な結びつ きの強 い関係 で あって も別 氏で あ る と

い う親子 が増 えてい くこ とにな る。

脩)事 実婚家庭 の別氏親子

事実婚 世帯で は夫婦 は別 氏で あ り、子 がい る場合 は当然 に別 氏親子

となる。

事実婚 については、第 15準 備 書面 30～ 31買 で主張 した とお り、

合 計約 122.6万 人 と推 定 され るので (表 7参 照 )、 事 実婚世帯数 は、

そ の半分 の約 61.3万 世 帯である と推 定す ることがで きる。

表 7

今回の調査結果 (事実婚の割合と、選択的夫婦別姓が法制化されたら婚夕隠届を提出する割

合)を、2025年 3月の人囲推計から推定した20-50代の事実婚の方の人数 (約 122.6万

人)をあわせると、選択的夫婦別姓が法制化されたら婚夕困届を提出する「結婚待機人数」

は58,7万人 と推定されます。

結婚待機人数 58.7万人

年齢

A
2025年 3月人□控

計【万人〕厳

B

事案婚の朗金%
CiAX8
事案

'こ

の人数推計

t万人

'

D
法改正で婚畑層を出

す割合(%)

E=CXD
結婚待機人数

(万人〉

20歳代 1272 1,8% 22.9 62.3% 14.3

30歳代

40歳代

50歳lt

1921

1613

1835

1.9%

2.0%

25.1 46.8%

42.3%

11,7

32.4 13.7

2.3% 42.2 45,1% 19,0

122.6てI言十 6046 58.7

送込正』蛭出漫2逆駅令界87年 )3月報            ※東北大学大学院・古田港教授4/19検算

(表 7は 、 あす に は 「事 実婚 当事 者 の意 識 調 査 分析 結果 」 甲 A338の

1・ 20頁 よ り引用 )
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一方 、 2020(令 和 2)年 の夫婦 のい る一般世帯数 2805万 8

000世 帯数 の内、子 のい る世帯数 は 1593万 7000世 帯で あ り、

子 のい る世帯 の割合 は 56。 8%で あ る (甲 A374:夫 婦 のい る世

帯 の家族類型 ,子 どもの有無 ,就 業状態別一般世帯数 :1985, 2

000, 2020年 )。

そ こで、この「子 のい る世帯割合 」を、事実婚世帯推 定数 の約 61.

3万世帯 に乗ず る と、約 7万 1568世 帯 とな り、 これ が子がい る事

実婚世帯数 である と推定す るこ とがで きる。

す なわち、子 がい る別 氏親子世帯 の事実婚世帯 は、実 に 7万 世 帯 を

超 えるこ とが推認 できる。

3 2026(令 和 8)年の選択的共同親権制の施行

2024(令 和 6)年 の民法改正によつて、2026(令 和 8)年 よ

り、婚姻外関係の父母の子についても、子の利益を重視する立場から、

父母の共同親権が認められることとなった。

この法改正は、「婚姻中の父母の嫡出子」のみでなく、いままで置き

去 りにされがちであつた 「離婚、事実婚、非婚 とい う多様な家族形態

の子」の利益の実現のために、嫡出であるか否かを問わず、可能なケ

ースでは父母の共同親権を認めるとし、その農択の是非が問題になる

事案では家庭裁判所が後見的に介入 して判断 し、子の利益を確保する

仕組みを創設 したものである。

すなわち、同じ民法の中でも親権法の分野では、「父母が婚姻中の嫡

出子」のみをことさら特別に優位に置こうとする平成 27年大法廷判

決の立場 とは真逆に、法制審議会の約 5年間の審議を経て改正案が答

申され、全ての多様な家族の子の利益を平等に保護 し、父母の責務を
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明確 に しよ うとす る立場 に大 き く変 更 したのであ る。 これ は、 201

3(平 成 25)年 の婚外子 の相続分 平等化 の改正 と軌 を― にす るもの

であ り、平成 27年 大法廷判決 の後 の大 きな事情変更である。

4  ′Jヽ括

以上のとお り、 1947(昭 和 22)年 から現在までの 79年 の間

に、家族の形態は、三世代以上の大家族や夫婦と子の世帯が中心であ

った時代から、多様化 しかつ単独世帯が最多の時代に移行するなど大

きく変化 した。

また、家族の多様化により、別氏親子世帯も相当数増加 しているこ

とが推認 され、氏 と家族の関係性も大きく変化 した。

平成 27年大法廷判決の岡部 ら意見が、「離婚や再婚の増加、非婚化、

晩婚化、高齢化などにより家族形態 も多様化 している現在において、

氏が果たす家族の呼称 とい う意義や機能をそれほどまでに重視するこ

とはできない。世の中の家族は多数意見の指摘するような夫婦 とその

間の嫡出子のみを構成員 としている場合ばか りではない」「既に家族 と

氏の結びつきには例外が存在する」などと指摘 したとお り、現在の 日

本において、「家族」は、もはや「同一の氏を称する夫婦 とその間の子」

とい う概念だけではとらえることができない。

平成 27年大法廷判決は、「嫡出子であることを示すために子が両親

双方 と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考え

られる。」と説示 したが、令和 3年大法廷決定の宮崎 。宇賀反対意見も

指摘するとお り、家族の形態の多様化に照 らせば、 “嫡出子であるこ

とを示すために子が両親双方 と同氏である仕組みを確保する"こ とが、

夫婦同氏制を定める民法 750条 の合理的根拠になるとは到底いえな

い 。

14



そ もそ も、「子 の氏 とその両親 の氏 が同 じである家族 とい うのは、民

法制 度上 、多様 な形態 を とるこ とが容認 されてい る様 々 な家族 の在

り方 の一つ のプ ロ トタイプ (法 的強制力 の ないモデル )に す ぎない と

考 え られ る。」 (令 和 3年 大法廷決定宮崎・宇賀反射意見 )。

民法は、上記 の宮崎・宇賀反対意見 も指摘す る とお り、 1947(昭

和 22)年 の親族編 改正 当初 よ り、 あるい はそれ以前 の 1898(明

治 31)年 の明治 民法成 立時代 よ り、事実婚 、非婚 、離婚 、再婚等 に よ

り親子が別 氏 であ る関係 を制度 として否 定せず包含 し認 めて きた。

そ して、 当事者 が望む場合 にのみ 、子 は父又 は母 の氏 に変更 し うる

(家庭裁判所 の許 可 を要す る場合 と要 しない場合 があ る)と し、親子

同氏 を全家族 に強制 して こなか った。親 子 が別氏であ るこ とが真 に子

に不利益又 は有害 で あ る とい うな らば、全 ての親子 の同氏 を強制す る

法 改正 を行 うべ きで あ るが、その よ うな改正案 が一度 も提 唱 され て こ

なかった こ とは、民法が、親子別 氏 を子 に不利益 なもので あ る と位 置

づ けて こなか った証左 で ある。

この点 につ いては、令和 4年 第二小法廷決定の渡邊恵理子裁判官 が、

「家族 の識別機 能や一体感 を重視す る価値を見の も とで は、再婚相 手 が

子 の親 の氏へ変更 しない限 り、親 の再婚 のたびにその再婚相 手 の氏 に

変更すべ き とい うこ とになるが、既 に 自意識 が芽生 えた子 に とつては、

実親 とのつ なが りや それ までの人生や人格 を否定 され た とい う意識 を

もつ ことに もつ なが りかね ない」 と指摘 し、氏 に よる親子一体感 、家

族 一体感 の強制 は、か えつて子 の利 益 を害す る場合 もあるこ とを指摘

した とお りで あ る。

第 3 夫婦同氏制 と家族の絆の強さは別問題であること

平成 27年大法廷判決は、夫婦同氏制の合理性を基礎付ける事情の
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1つ として 「家族 を構成す る個人 が、同一 の氏 を称す るこ とに よ り家

族 とい う一つ の集 団 を構成す る一員 で あ るこ とを実感す る意義」 をあ

げ、夫婦 同氏制 が家族や夫婦 の絆や 円満 さに寄与す るものであるかの

よ うに論 じてい る。

仮 に平成 27年 大法廷判決 が指摘す る よ うに夫婦 同氏制 が家族 の絆

や 円満 に資す る とい うな らば、いまや 日本 は世界で唯― の夫婦 同氏 を

義務づ ける国で あ るか ら、 日本 の離婚率 は諸外 国に比べて低 いはず で

あ る。

そ こで 日本 の離婚 率 をみてみ る と、 2023(令 和 5)年 の 日本 の

離婚率は 1.52で あ り、諸外 国 と比べ て も特 に低 くはない。 ドイ ツ

1.53、 ノル ウェー 1.55、 ポー ラン ド1.55と 比較 して も著 し

く低い ものではないだけでな く、イ タ リア 1,4,オ ラング 1。 36、

ブル ガ リア 1.41な どよ りも高い結果 となってい る (甲 A376:

表 6-19主 要 国の婚姻率お よび離婚率 :最新年次 )。

また、離婚件数 と婚姻期 間別 の割合分布 につ いての調査 に よれ ば、

同調査で は、ア メ リカは掲載 され てい ない ものの、それ以外 の G7加

盟 国は掲載 され てお り、イ ギ リス、フランス、 ドイ ツ、イ タ リア、カナ

ダ は、離婚 まで の婚姻期 間が 10年 以上 で あるケースがボ リュー ム ゾ

ー ンであ るの に対 して、 日本 は、婚姻期 間が 5年 ～ 9年 以上 であ るケ

ー スが既 に 2割弱 を 占めてお り、 日本 はむ しろ婚姻 関係 が破 綻 し離婚

とな る期 間が比較 的短 い こ とが明 らか となつてい る (甲 A377:離

婚件数及 び婚姻期 間別 の割合分布 (利 用 可能 な最新年 :2015-2

024年 )」 )。

す なわ ち、夫婦 の氏 の異 同 と夫婦や家族 の絆 の強 さや 円満 さとは全

く別 問題 で あ る。 夫婦 同氏制 を採用す る こ とに よつて家族や夫婦 の絆

が強 まる とか、選 択 的夫婦別氏制度 を採 用す る と家族や夫婦 の絆 が弱
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まるといつた主張は、抽象的・感覚的なものにすぎず、夫婦同氏の例

外を一切認めていないことの合理的な理由にはならない。

第 4 国民の意識の変化を裏付ける新たな動き

1 経営者に対する調査

日本経済団体連合会が 2024(令 和 6)年 6月 10日 、選択的夫

婦別氏制度の導入を求める提言 (甲 A54)を 公表 したことは第 1準

備書面 11頁で述べたところであるところ、 日本経済新聞は、 202

5(令和 7)年 9月 に、国内主要企業の社長 (会長などを含む)に 対 し

て、「社長 100人 アンケー ト」を実施 した。

その結果、選択的夫婦別氏制度の導入について、企業 トップの 9割

超が賛成意見を示 した (甲 A378:日 本経済新聞デジタル記事 )。

同記事では、経営者の声 として、「姓の変更がキャリアやアイデンテ

ィティーに影響を与えることもあり、主に女性に手続きの負担が偏つ

ている現状は改善すべきだ」、「個人の能力 と無関係なところで不利益

が生 じる可能性のある現状は企業にとつて優秀な人材の意欲をそぎ、

能力発揮を妨げる」などのコメン トが紹介 されている。経済界では、

多様性の尊重 とい う視点や、海外進出の場面など経営上不可欠 とい う

視点から、選択的夫婦別氏の導入を求める動きが加速 している。

2 地方議会による選択的夫婦別氏制度導入を求める決議の増加

地方議会においては、国に姑 して選択的夫婦別氏制度の導入を求め

る意見書が採択 され続けている。 2025(令 和 7)年 7月 15日 時

点において、意見書が採択 された議会の合計数は 410議 会であつた

が (甲 A335:地 方議会意見書一覧 )、 2026(令 和 8)年 2月 1

6日 時点において、かかる意見書が採択 された議会の合計数は 429
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議会 に及 んでい る (甲 A379:地 方議会意見書一覧 )。

令和 3年大 法廷決 定が 出 され た 2021(令 和 3)年 6月 23日 時

点では、意見書 が採 択 され た議会 の合 計数 は 194議 会 であったが (甲

A379)、 そ の後 235以 上 もの議 会 が選択的夫婦別氏制度 の導入 を

求 める意見書 を採択 した こととなる。

ここで、 2026年 2月 16日 まで に選択 的夫婦別氏制度 の導入 を

求 める意見書 が採択 され た都道府県・市 区町村 の人 口 (住 民基本台帳 、

2024年 1月 現在土)を合 計す る と、 9045万 7357人 とな る。

これ は、 2024年 1月 時点の 日本 の総人 口 1億 2488万 5175

人 の、実 に 72.43%と なる。

従前 の意見書 が採 択 され た都道府 県・市 区町村 の人 口は、

2024(令 和 6)年 8月 時点で、 8281万 9698人 (総 人 口の

66. 32%)

2025(令 和 7)年 8月 7日 時点 で 9024万 8563人 (総人

口の 72.26%)

であつたが、その後も採択が増え続けているとい うことになる。

この数値は、各種アンケー トにおいて選択的夫婦別氏制度に賛成 と

の回答が 6～ 7割 以上とい う結果が頻出している状況をさらに上回る

ものである。

3  ′Jヽ十舌

選択的夫婦別氏制度の導入を希望す る国民の声は、 2025(令 和

7)年 10月 11日 付け第 15準備書面以降も増加 してお り、国民の

意識は変化 し続けている。
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第 5 まとめ

以上のとお り、 1947(昭 和 22)年 に夫婦同氏制を定める民法

750条 が成立 してか ら現在 (2026年 2月 )ま での間に、婚姻 。

家族の形態は多様化 し、大きく変化 した。

また、 2026(令 和 8)年 4月 1日 より選択的共同親権制が施行

され、離婚、事実婚、非婚 といつた多様な家族の子の利益の実現をは

かろうとすることとなつた民法の変化は、平成 27年大法定判決後の

大きな事情変更である。

さらに、平成 27年大法廷判決は、夫婦同氏制の根拠の 1つ として

「家族を構成する個人が、同一の氏を称することにより家族 とい う一

つの集団を構成する一員であることを実感する意義」をあげ、夫婦同

氏制が家族や夫婦の絆や円満 さに寄与するものであるかのように論 じ

ているも、夫婦の氏と夫婦関係が円満であることと家族の絆が強いこ

ととは全 く別の問題であることは、統計上も明らかである。

家族の形態は 日々変化 し多様化 しているのに、その中の 1つ の形態

だけを典型的な 「家族」像 として描き特別に保護することに拘泥 し、

そこに全ての国民をあてはめ続けようとすると、その形態に合わない

人々に不利益をもたらし人権侵害が起きうる。その最たる例が、夫婦

同氏を強制する現行制度である。

現在の夫婦同氏制度の必要性 と合理性は、既に失われている。

家族の形態の変化、そ して、増加 し続ける選択的夫婦別氏制度を希

望する国民の声を直視 した判断が下されるべきである。

以上
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